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【須坂市議会令和２年 12 月定例会】 

１．【私の議会内議員活動】 

令和 2年 12 月定例議会は、11 月 24 日招集され、会期は 12 月 16 日までの 23 

日間でした。 

当初上程された議案は、事件決議 20 件、条例 19 件、補正予算件 5、請願 1 

件でしたが、補正予算は 1件が追加上程されたため 6 件となりました。 

 

（１）今定例会に上程された議案の顛末について 

１）事件決議 20 件 

議案第 71 号 第六次須坂市総合計画の基本構想について 

議案第 72 号 令和元年台風第 19 号災害復旧工事日滝原土地改良区第一揚水 

機場災害復旧工事請負変更契約の締結について 

議案第 73 号 須坂市旧小田切家住宅の指定管理者の指定について 

議案第 74 号 須坂市老人デイサービスセンターすえひろの指定管理者の指 

定について 

議案第 75 号 須坂市老人福祉センターくつろぎ荘の指定管理者の指定につ 

いて 

議案第 76 号 須坂市屋内ゲートボール場ふれあいの指定管理者の指定につ 

いて 



議案第 77 号 須坂ひだまり作業所の指定管理者の指定について 

議案第 78 号 ぶどうの家の指定管理者の指定について 

議案第 79 号 福島人権ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

議案第 80 号 二睦学習センターの指定管理者の指定について 

議案第 81 号 須坂市シルキーホールの指定管理者の指定について 

議案第 82 号 須坂市福祉会館の指定管理者の指定について 

議案第 83 号 須坂市福祉ボランティアセンターの指定管理者の指定につい 

て 

議案第 84 号 須坂市第１勤労者研修センターの指定管理者の指定について 

議案第 85 号 須坂市塩野ふれあい広場の指定管理者の指定について 

議案第 86 号 須坂市米子農村公園の指定管理者の指定について 

議案第 87 号 須坂市豊丘活性化施設の指定管理者の指定について 

議案第 88 号 須坂市そのさと有機センターの指定管理者の指定について 

議案第 89 号 須坂市笠鉾会館ドリームホールの指定管理者の指定に係る変 

更について 

    議案第 90 号 市道の変更について 

               〇上記 20 件を一括上程、各委員長報告、質疑、討議ののち 

         採決は、20 件を一括して簡易採決の結果、原案とおり可決 

 

基本構想審査特別委員長報告 

基本構想審査特別委員長  佐 藤 壽三郎 

（令和 2年 12 月 16 日） 

 

ただいま議題となりました事件決議案のうち、基本構想審査特別委

員会に付託されました議案第71号 第六次須坂市総合計画の基本構想

について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

 

本委員会は去る９月定例会において、第六次須坂市総合計画の 

基本構想議案の審査並びに策定にかかる調査研究をするため設置され、

12 月定例会までの間、延べ５日委員会を開催いたしました。 

閉会中の継続調査として、10 月 7 日は第六次須坂市総合計画の原案

について及び策定の経過について理事者より説明を受け、10 月 14 日は

閉会中における委員会の調査方法についての協議等(とう)を行いまし

た。 

10 月 23 日および 26日は、継続調査事項として、策定中の前期基本

計画 39 施策について、それぞれ理事者から詳細の説明を受け、質疑意

見を行いました。 

 

 委員からは各施策において 



●成果指標やプロセス指標について、数値設定の根拠や目標値等(と

う)の詳細にかかわる質疑意見や 

 

●誰もが見ても分かりやすい記載方法にすべきとの意見があり 

理事者からそれぞれ答弁を受けました。 

 

それでは付託されました議案第71号につきましてご報告申し上げま

す。本件は去る７日に委員会を開き、関係理事者の出席を求め、議案

に基づき詳細なる内容の説明を受け、慎重なる審査を行いました。 

審査にあたり、委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答

弁の主なるものを申し上げます。 

◎ 「４者共創によるまちづくり」は、それぞれの強みを発揮しなが

ら切磋琢磨し、役割と責任を果たすとあるが、抽象的で何を言ってい

るのか分からない。それぞれの立場が独自で強みをもって何を行い、

何をどの様に連携するのか伺いたい。 

との質疑があり、 

○ 共創によるまちづくりを進めていく上で主体的となるのが「市

民・企業・活動団体・行政」の４者であることを示しております。た

だ単に協力するだけでなく、それぞれがそれぞれの分野でお互いに切

磋琢磨することで、須坂市のまちづくりが更に良くなっていく意味で

記載させていただいております。また、前期基本計画の各施策の中で

「共創のまちづくりに向けた各主体の役割」を新たに示させていただ

き、市民・企業・活動団体に期待する役割を具体的に示させて頂いて

おります。 

   との答弁に対して、 

◎ お互いに連携するという部分が、どういう事で連携するのか何も

うたっていないと感じる。活動団体は様々な団体があり、凄く曖昧だ

と思うが、審議会では議論があったのか、またどの様に考えているの

か。 

との質疑があり、 

○ 活動団体には様々な団体がありますが、様々な方々が共創によっ

て須坂市のより良いまちをつくりあげていくということであり、基本

構想の中で示していきたいという意図でございます。それぞれ施策を

実現するにあたって、どういう団体とどういう市民の方々が共創によ

ってつくりあげていくかは、それぞれの施策で検討し、共創すること

が必要となって参りますが、基本的な考え方として企業や活動団体も

含めて全ての市民が、共創によって将来像をつくりあげていこうとい

うことを述べているものです。 

   との答弁がありました。 

 



◎ 基本構想・基本計画・実施計画がそれぞれ記載してあり総合戦略

については５年で見直しを行うとのことだが具体的な進め方について

説明を願いたい。 

との質疑があり、 

○ 第五次総合計画では、10 年間で５年ごとに外部評価を行い、見直

しを行いましたが、第六次総合計画では３年で中間の評価を入れて、

事務事業に反映する予定です。基本計画の見直しに向けては、行政評

価のうち内部評価については毎年行い、外部評価については３年後に

市民の皆様へ中間評価を行います。 

その上で後期基本計画の策定前にもう一度５年間の総括の評価を行っ

て改定を進めて参ります。 

  との答弁がありました。 

 

◎ 「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」の中

で、閉会中の特別委員会調査時にも意見や要望が出されたが、製造品

出荷額等(とう)の目標値が現状値に比べて減っている点について、出

荷額が減る要因と言うのは、コロナ禍の下(もと)で様々な影響を受け

ているからだと思うが、詳細を伺いたい。 

との質疑があり、 

 

○ シンクタンク発表の2020年のＧＤＰの経済成長は落ち込むという

予測を踏まえ、過去 13 年間の平均上昇率を基に算定しましたが、新型

コロナウイルス感染症の影響が大きくマイナスとなっております。 

  との答弁がありました。 

 

以上で質疑、意見、を終結し、次に討議を行いました。 

 

その要旨は、 

□ 往々(おうおう)にして実施計画にいきなり出てくる事業が今まで

に多々(たた)見られた。せっかく総合計画を策定したのならば、記載

されていない事業をやる場合にはそれなりに議会に説明も必要であり、

実施計画を簡単に考えずに、総合計画を基(もと)にしっかり策定すべ

きであり、附帯決議もしくは委員会の要望事項としていただきたい。 

 

であり以上で討議を終結し、次に討論を行いましたが、特になく、

以上で討論を終結し、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

なお、本委員会は、本委員会の委員長報告において、特に盛り込む

べき要望事項について、 



 

☆ これまで往々(おうおう)にして総合計画に位置付けされていない

事業が、実施計画にいきなり出てくることが今までに多々(たた)見ら

れ、何の為の総合計画なのか重要性が問われる。実施計画を策定され

る際にはここで議決した第六次総合計画に基づき策定するとともに未

策定の事業を実施する場合には議会に事前に説明されたい。 

 

との意見があり、以上については委員長報告において特に盛り 

込むべき要望事項と決しました。 

 

以上で基本構想審査特別委員会における審査報告を終わります。 

 

２）条例 19 件 

議案第 91 号 須坂市美術館等文化施設条例の一部を改正する条例について 

議案第 92 号 須坂市旧上高井郡役所条例の一部を改正する条例について 

議案第 93 号 須坂市旧小田切家住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 94 号 須坂市体育施設条例の一部を改正する条例について 

議案第 95 号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する 

条例について 

議案第 96 号 須坂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

例について 

議案第 97 号 須坂市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部 

を改正する条例について 

議案第 98 号 須坂市立博物館条例の一部を改正する条例について 

議案第 99 号 須坂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

議案第 100 号 須坂市商工業振興条例の一部を改正する条例について 

議案第 101 号 須坂市営駐車場条例の一部を改正する条例について 

議案第 102 号 須坂市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤 

強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改 

正する条例について 

議案第 103 号 須坂市火災予防条例の一部を改正する条例について 

議案第 104 号 須坂市生活支援金貸付基金条例の一部を改正する条例につい 

て 

議案第 105 号 須坂市市営住宅等に関する条例の一部を改正する条例につい 

て 

議案第 106 号 須坂市市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条 

例の一部を改正する条例について  

議案第 107 号 須坂市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 



議案第 108 号 須坂市介護保険条例の一部を改正する条例について 

議案第 109 号 須坂市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正 

する条例について 

  

〇上記 19 件を一括上程、各委員長報告、質疑、討議ののち 

         採決は、第 98 号は委員長（修正）報告を起立採決の結果、起立多 

数で可決。 

〇第 91 号から第 97 号まで、第 99 号から第 109 までの 18 件は、一括 

して簡易採決の結果、原案とおり可決 

 

３）補正予算 6 件 

議案第 110 号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 10号 

議案第 111 号 2020 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第３号 

議案第 112 号 2020 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第２号 

議案第 113 号 2020 年度須坂市後期高齢者医療特別会計補正予算第２号 

議案第 114 号 2020 年度須坂市水道事業会計補正予算第２号 

議案第 116 号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 11号 

       〇上記 6件を一括上程、予算決算特別委員長報告、 

     第 110 号修正案の提案説明ののち一括して質疑、討論ののち、   

     第 110 号は修正案(182 万円を減額する)を起立採決に諮った結果、 

多数で可決。 

     ◇修正部分を除く原案を起立採決に諮った結果、全員起立で可決。 

 

       ※「商業振興事業」新たな交流拠点事業となる、旧ふれあい館しらふ 

じの開業準備の支援に関わる議案 110 号について、小職は原案を 

支持し、修正案に反対としました。 

 

【佐藤壽三郎議員の原案に賛成、修正案は反対の理由】 

〇今回の委員会審査の中での市の答弁は、「 SHIRAFUJI321 から未だ

に申請が出ておらず、所管課で申請の審査をしているものではない。

計上した予算は、これら様々相談された概要を基に予算建てしたもの

であり、正式に申請が出された時点で、内容を建築技師とともに審査

し、交付決定する」と行政として取る手順を明確に示したものである。 

更に「従来行政が行ってきた事業執行と同様に、申請要件に基づき

内容を精査・審査して、許可を認める場合は補正予算で計上した範囲

で支出していく」旨の答弁もされている。 

 

〇歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金の５００万円と、

わざわざ店等開設事業補助金については、「建築工事と開業に向けた

設備等の工事だが、両方の補助申請についても、建築技師が適正価格



および内容に重複がないか等を審査して、交付決定する」との答弁が

ある。 

 

〇予算決算特別委員会経済建設分科会の審査報告の中に特に盛り込

むべき意見として、「補助金・交付金について、著しく不透明感が生

じている現状を認識し、見直しを頂きたい」との要望がされているが、 

そもそも現時点において、市に SHIRAFUJI321 から申請が提出されて

いないことを考えれば、委員会の指摘する不透明感があることは当然

のことではないかと言える。 

 

修正案提出者らは予算修正理由として 3 点をあげるが、何れも説得

力に欠ける理由である。 

1 で、該当補助団体の活動は未知数で市民に広く認知されていない

中で補助することの時期尚早と指摘するが、この指摘は甚だ補助

金申請関係者を推測の域で身元評価し、結果的に当事者を十分な

裏付け無しで誹謗するものであり、議会の審議には馴染まないも

のである。申請者適格の是非は市長部局の判断に任せられるもの

であり、議会の僭越行為は補助金申請者の信用棄損にも抵触する

惧れもあり、議員としての言動は厳に慎重さが求められなければ

ならない。 

 

２で、市所有の建物に対する補助金交付の違法性を示唆しているが、

これについて市に確認したところ違法性はなく、更に重畳的交付

を回避するために慎重に審査するとしている。議会は行政に対し

る申請内容について具体的に審査する権能は与えられていない。 

 仮に審査内容に疑義があれば、決算もしくは監査委員の監査に委

ねられるべきが筋と言える。 

 

３で、修正案提出者らは、「議会が議決に付した付帯決議は、市長

に対する羈束・拘束がある」と主張しているが、付帯決議は市長

に尊重することが求められ程度のものであり、修正案提出者らが

主張する市長への法的羈束性・拘束力は無いものと思料する。 

修正案提出者らは、これを殊更に違法と捉えて補正予算修正理

由と唱えるが、行政法、地方自治法に照らしても、違法性を問う

修正理由には該当しないと思料する。 

 

予算の原案上程趣旨は、市当局のしらふじを中心に、まちづくりを

進めるものであり、市民の積極的な活動支援要求の求めが法に適った

ものであれば、これを支援しようとする予算建てであることを参酌し、

市民から選ばれた議員によって構成される議会が、民間活力を委縮さ



せたり、その意志を削ぐような検閲的議論を以て、市民の申請を抑え

込むような行為をしてはならないと思料する。 

よって、原案に賛成し修正案に反対する。 

 

〇補正予算 6 件の内訳 

議案第 110 号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 10号 

        〇補正予算額       9 億 7,529 万 8 千円 

議案第 111 号 2020 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第３号 

〇補正予算額         2,736 万 8 千円 

議案第 112 号 2020 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第２号 

〇補正予算額          988 万 0 千円 

議案第 113 号 2020 年度須坂市後期高齢者医療特別会計補正予算第２号 

〇補正予算額           25 万 9 千円 

議案第 114 号 2020 年度須坂市水道事業会計補正予算第２号 

〇補正予算額 収益的収入  100 万 6 千円 

          資本的収入  99 万 7 千円  

   議案第 116 号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 11号 

            〇補正予算額         2,282 万 0 千円  

 

 

４）請願 第 3号「敵基地攻撃能力」の保有に反対し平和外交の推進をもとめる請願 

      〇賛成少数で不採択 

 

５）意見書 第 9号  安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る 

ための意見書 〇全員賛成で可決 

第 10 号 「敵基地攻撃能力」の保有に反対し平和外交の推進を求める意 

見書     〇賛成少数で不採択 

 

意見書第 10 号提出の趣旨説明 

 

意見書提出者：佐 藤 壽三郎 

      

      憲法は法律ではありません。国の成立に係る統治の根本規範となる、基 

本的な原理原則に関して定めた日本国の最高法規です。日本国憲法は、３ 

っの原則を定めております。ご承知のとおり・・・ 

1 つは、憲法第 1 条で国民主権主義を、 

2 つに、憲法第 9 条で平和主義を、 

3 つに、憲法第 10 条から第 40 条に亘る基本的人権の尊重に関わる原則 

です。 



 

  

      憲法第 9条を論ずることは、革新政党にのみ許されるであるかの発言を 

される議員もおられますが、憲法は国民を非合法な国家権力から護る作用 

からしても、平和を願う国民として憲法第 9 条は数多(あまた)の国民が普 

(あまね)く関心を持たねばならないものと思います。 

 

      党派を超えての平和希求の願いと意識が必要ではありませんか。私は自 

民党リベラルを自認し、且つ一介の法学徒ですが、徒に右派、左派と区分 

けして、革新政党の発言には聞く耳を持たないと息まく人もおられますが、 

とても真の愛国者とは思えません。 

 

      現在の日本人は戦後 75年を過ぎることもあり、大方の世代の人々は戦争 

の悲惨さや心の痛み、戦争による肉親の死の悲しみを知りません。斯く言 

う私も戦後生まれであることもあり、戦争の悲惨さ・怖ろしさを全く知り 

ませんが、太平洋戦争で敗戦し、再び戦争の惨禍を繰り返さない。二度と 

戦争をしないと誓った先人たちの不戦の思いを、戦争を知らない戦後生ま 

れの我々は、何か忘れてはいませんかね。 

 

      少年時に母から、叔父がフイリッピン海域で戦死されたこと。叔父の遺 

骨は未だに故郷に帰って来ていないことを教えられ、幼心に顔も知らない 

叔父の非業な死が哀れでなりませんでした。同様の悲劇は日本中の大方の 

家庭にもある悲劇と思います。これこそ戦争の忌まわしい傷跡であり、将 

に悲劇ではありませんか。 

 

      太平洋戦争で亡くなられた日本人は、３００万人にも上ると言われてい 

ます。広島・長崎に投下された原子爆弾による一瞬の閃光は、広島市民の 

１４万人、長崎市民の７万４千人の尊い命を奪ったとあります。あの悍ま 

しい原子爆弾の殺戮の惨状行為を、これは日本人として決して忘れてはな 

りません。 

 

      ところで、国際公法という法学の分野があり、学生時代に学びましたが、 

独立国の三要件という件(くだり)がありました。 

独立国、即ち主権国家とは・・・ 

１つ、国民がいること。日本人だとする意識をもつ人たちがいることで 

す。 

２つに、排他的な領土、領海、領空があること。 

３つに、その国に主権があること。即ち国の政策の決定を他国の干渉を 

受けないで自由に、意思決定できる統治組織をそなえているか 

否かです。 



この三要件の一つでも欠くと、主権国家ではなく植民地になってしまいま 

す。 

 

      日本は、太平洋戦争で敗北し、戦争終結のために無条件降伏に屈し、昭 

和２０年９月 2日、米国戦艦ミズリー号の甲板で降伏文書に調印してから、 

昭和 26 年 9月 8 日に、サンフランシスコ講和条約の調印をしましたが、日 

本が主権を回復したのは、昭和 27 年 4 月 28 日サンフランシスコ講和条約 

が発効するまでの間は、将にＧＨＱ（連合国軍最高司令官総司令部）の占 

領下に置かれ、日本国は主権がなくＧＨＱの植民地であったことを忘れて 

はなりません。 

 

      意見書の要旨は、将に日本国憲法の前文が高らかに唱える、平和を希求 

し、政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのないようするこ 

とが、日本国の主権者である国民に課せられた責務であることも我々は忘 

れてはなりません。 

 

      私は日本国憲法が「不磨の大典」とは、決して思っておりませんが、憲 

法が定める改正手続きを踏まないで、解釈論を以て憲法の原則を骨抜きに 

してしまう、即ち「憲法の変遷」行為を、時の権力者によって行なわれれ 

ば、平和を願う憲法を破棄し、これを許す果てには亡国の過ちを再び侵す 

ことは必然です。自ら歴史に学ぶ素直な心がなければなりません。 

 

総務文教委員会審査において、「まだ国会で審議がなされていない」から 

の理由で、市民の請願権を一蹴し反対する委員の「お任せ民主主義」感覚 

には唖然としました。平和希求の思いが果たしてあられるのかと思いまし 

た。 

 

      私は、憲法第 16 条が普く国民に保障する請願権を、国民が行使されるに 

ついては、請願趣旨が憲法に照らし合わせて、内容に逸脱や違法性がない 

限り、原則これを容認し支持する姿勢です。 

 

      要は、請願に対する市議会議員として憲法に対する一考が、常に求めら 

れているのではありませんか。我々はたかが市会議員、されど市会議員の 

矜持を持ち、国家百年の計として、普く国民が平和を希求する心根を秘め 

た祖国愛のある、凛とした日本人であるべしと思いますが如何ですか。 

 

 

意見書第 11号  災害からの復旧・復興及び国土強靭化等に向けた社会資本整 

備の促進を求める意見書  〇全員賛成で可決 

６）インター周辺等開発特別委員会の中間報告について  



霜田委員長報告  

７）市議会議員選挙の課題等検討特別委員会の中間報告について  

酒井委員長報告 

   

（２）今議会の予算決算特別委員会での市長部局の答弁の手控え備忘録 

   １）総務文教分科会 

  Ａ：消防団第 6 分団 2 部（塩川町）の機械器具置き場を消防施設整備事業で 
整備を進める。 

 
２）経済建設分科会 

  Ａ：臥竜山のナラ枯れの原因は、カシノナガキクイ虫が媒介する菌により枯 
れる被害であるが、被害木の中で越冬するキクイ虫の幼虫を冬期間に伐 
倒して燻蒸処理する。 

    

３）福祉環境分科会 

  Ａ：後期高齢者人間ドックは、当初予算では 1 日人間ドッグが 360 名、１泊 
2 日または 2 日間が 80 名として計上したが、30 名分を増額したため、 
補助金の増額することとなった。 

 

（３） 予算決算特別委員会 

 
開議日時 令和 2 年 12 月 14 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 議案第 116 号 本議会一般会計補正予算第 11 号の審査 

     議案第 110 号～第 114 号の各分科会報告、報告に対する質疑、議 
案に対する意見、討議・討論ののち、採決の結果、議案第 110 号 
は修正案を可決し、修正案を除く原案を可決すべきと決し、議案 
第111号～第114号は間に採決で原案とおり可決すべきと決した。 
 

（４） インター周辺等開発特別委員会 

 
開議日時 令和 2 年 12 月 14 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 ・開発許可申請に向けた進捗状況と今後の予定について 
       ・インター周辺等開発特別委員会中間報告について 
       ・閉会中の継続調査の申出について  
        

（５） 基本構想審査特別委員会 

 
開議日時 令和 2 年 12 月 7 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 議案第 71 号 第六次須坂市総合計画の基本構想についての審査 
       議案に対する質疑・意見を諮り、討議・討論を経て採決の結果原 

案とおり決しました。 



 
（６） 全員協議会 

 

開議日時 令和 2 年 12 月 14 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 ・追加議案等について 
       ・本日の議事日程及び議案の取り扱いについて 

 
開議日時 令和 2 年 12 月 16 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 ・会派の変更及び結成について 
       ・議会運営委員会等の選任について 
       ・追加議案等について外 

 

（７） 会派代表者会議 

 

開議日時 令和 2 年 12 月 14 日 
  開議場所 議長応接室 
  協議事項 ・会派の変更及び結成について 
       ・議会運営委員会等の選任について 

 
 

（８） 今定例会一般質問で私が取り上げた諸課題です。 

〇 いま 市民のためにやらねばならぬこと 

（１）インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が懸念される中、 

県は 11月 17 日から、身近なかかりつけ医など地域の医療機関で、感

染の疑いがある発熱患者からの相談や検査、診療を行う体制に切り替

えたことについて。 

〇 いま 市民の生命・財産を守るために 

（１） 市民の生命・財産を守るための諸課題  

〇 いま コロナ感染の「第３波」に打ち勝つため 

（１） コロナ感染の「第３波」に打ち勝つための諸課題 

    〇 須坂の子どもたちをどう護るか！ 

（１）いじめ・暴行・不登校の解消を図るために 

     （２）コロナ禍で困窮の大学生・専門校学生を救わねば 

    〇 移住等に関する相談と移住者について 

（１） 移住相談 全国で信州が５年連続トップのなかでの須坂市 

（２） コロナ禍における、都会脱出或いはテレワーク導入企業の増大、

或いはコロナ禍疎開等に対する、須坂市の今後促進施策の指針に

ついて。 

 

（９）今定例会の一般質問総括 



  今定例会で、17 名の議員が一般質問を行いました。 

     取り上げた課 1 題区分は概ね以下のとおりです。 

     〇行政一般     8 議員     〇福祉医療・環境問題 5 議員  

〇教育問題     7 議員      〇時事問題           4 議員  

〇産業振興問題  2 議員     〇須坂市の活性化等   6 議員 

〇コロナ禍問題 7 議員      〇防災関連           4 議員 

 

（10）市長閉会あいさつから（新型コロナウイルス感染症への呼びかけを抜粋） 

 

新型コロナウイルス感染症は、現在第３波の真っ只中で、須坂市の感染者は、

昨日 12 月 15 日時点で 25 名確認されております。 

 

皆さまには引き続き基本的な感染予防をお願いしますとともに、噂に惑わさ

れることなく「正しく知り、正しく恐れ」、感染された方や医療・福祉に携わ

る方に対する誹謗中傷や差別的対応は絶対にやめてください。 

 

２．【長野広域連合議会】 

    開議はありませんでした。 

 

３．【 私の議会外議員活動 】 

催名 議員有志学習会 
期日 令和 2 年 12 月 5 日 

  場所 議会第 1 委員会室 
  内容 上程された議案の疑問点の総ざらい 

 

催名 議員有志学習会 
期日 令和 2 年 12 月 11 日 

  場所 議会第 1 委員会室 
  内容 上程された議案の各常任委員会における議決状況、各予算決算特別委 

員会分科会における審査結果の報告と内容の検討  

（１）【お寄せいただいた市民の声】 

〇感染による体への影響はもちろんですが、風評被害にあいそうで、感染が怖 

いです。議員さんは、なおさらですよね。早くワクチンが普及することを願 

います。                      市内 女性 

   〇今年は仕方ないですねぇ。来年以降に期待しましょう！ 市内 女性 

〇コロナも国内のピークは年末年始が峠となるかな〜？ 来年はワクチン活用 

しながらオリンピック開催が出来ればいいね！その後からは 普通の生活 

出来る様になれることを期待したいですね！ 市内 男性 

〇お互いに、なにかについて心がけましよう、ウイルスは唾液に一番多いので 

マスク外さないようにしましよう    市内 男性 



〇六角堂の掲示板に「掛けた恩は水に流し、受けた恩は心に刻む」とありまし 

た。自分もそうでありたいと感じます。 市内 男性 

〇気分の滅入る日が多い。気分一新頑張って行こうや。 市内 男性 

〇議員さんにもいろいろな考え方があっていいとは思いますが、政治にかかわ 

る基本的なことを理解されていないために、話が噛み合わないのは困りもの 

です。            市内 女性 

〇資質のない者への憤まん遣る方ないときは、音楽を楽しみ戦術の構築を  

市内 男性 

〇難しい事は分かりませんが、議員の資質も問われます。 市内 女性 

〇言論の自由の範疇を理解して議論する地方議員は少ないのでは無いのか 

な？ 僕初め言論の自由を語っての議論はできない。  市内 男性 

〇何かと気ぜわしいですね！ もう少し頑張って我慢してみんなで乗り越えた

いですね‼ 市内 女性 

〇今年もお世話になりました。   市内 女性 

〇明年は議員任期折り返しですね。 市内 男性 

〇英国で流行ってる変異種コロナ禍が我が国に入って来初めてる様で、どう成 

って行くか心配です！   市内 男性 

〇お互いに、穏やかな正月を迎えましょう。市内 男性 

〇今年は格別にお世話になり誠にありがとうございました。市内 男性 

〇議員さんは、人と会う、会議にでる、現地調査等で人混みにでる等３密が避 

けられない職業ですので、十分気をつけてください。市内 女性 

〇それなりに活躍 生きてまーす。お互いに健康に過ごしながら頑張りましょう  

今年もお世話になりました。 

〇大変な１年でしたが、今の自分の役割をはたします。来年もよろしくお願い 

いたします。長野市 男性 

〇来年も暫くはこの状況が続く事が予想されますが早く終息しないと経済的な 

影響が深刻となります。来年も宜しくお願い致します。中野市 男性 

〇昨年は須坂市長選挙から始まり、コロナ感染拡大により新しい生活様式が求

められた年でした。来年こそ普通の生活に戻ることを切に願いたいものです。 

       須坂市 男性 

〇コロナで仕事以外行動制限してます。来る年も健康で活躍する事を祈念いた 

します。                     長野市 男性  

〇感染拡大の不安を抱えつつの毎日、人生の節目の成人式中止、除けて通れな 

い不甲斐ないことがあるのが人生、新年に期待して頑張るしかありませんね。 
                          市内 女性 

〇今年は、コロナに翻弄された 1年でした。今までの生活からは、経験した事 

が無い変わりようです。まだまだ衰える気配がありませんが、何とか無事で 

乗り切って頂きたいです。皆さん、どうぞ良いお年を。長野市 女性 

〇良いお年をお迎えください。 市内 男性 

〇コロナが早く終息しますように。新年が明るい年になりますように。 



市内  女性 

〇今年は年男の子年でしたが、相変わらずのコロナ、勢いが中々治らない現状、 

あまり良い年ではありませんでした。貴殿もお体に気をつけて我が故郷須坂 

の為、いっそうのご活躍を期待します。       市内  男性 

〇コロナ禍で大変な一年でした。来年もどのようになるか心配です。 

市内   男性 

  

 

 

 

 

 

  

４.【古今東西の名言集】  

  武田信玄公曰「百人のうち九十九人に誉められる者は、決して良い人物ではない。 

        武士で百人のうち九十九に誉められるような者は、軽薄者か才覚者 

か、盗人か、佞人かのどれかだ」。 

現代にも通じる含蓄のある人物評価であると思います。 

 

５．一般会計補正予算第 10 号、第 11号の主な内容について  

 （単位は千円） 

事業名・担当課・主な内容 補正額 担当課 

支援費サービス事業  1,600 万 0 福祉課 

生活保護総務費 235.3 福祉課 

生活保護費 2,318 万 6 福祉課 

各種私立保育所運営費 4,500 万 0 子ども課  

仁礼保育園の給食用冷凍庫購入 3,170 万 7 子ども課  

私立認定こども園・施設型給付負担金 3,614 万 0 子ども課  

消火栓設置維持管理負担金 200 万 3 消防本部 

臥竜公園入口公衆用トイレを洋式化する 279 万 4 まちづくり課 

未登記道路敷地解消測量登記委託料 249 万 1 道路河川課 

市民バスの修繕費用 270 万 3 市民課 

ふるさと応援資金 10 億円を見込む関連経費 3 億 6101 万 政策推進課 

コミュニティ助成事業 240 万 0 市民課 

庁舎整備事業・空調整備工事代 4 億 7036 万 総務課 

困窮するひとり親世帯への支援 【補正予算第 11 号】 2,263 万 0 子ども課  

 

６．【 2020 年 12 月議会に提出された資料一覧 】  

整理番号       文   書   名 提出機関 配布日 

20201201 八町線開通式 まちづくり課 11/9 
20201202 クリーンピア千曲の復旧  長野県 11/9 
20201203 職員の給与等に関する報告及び勧告の概要 長野県人事委 11/24 



20201204 新型コロナウイルス感染症感染者に係る状況 健康づくり課 11/24 
20201205 市庁舎改修計画 総務課 11/24 
20201206 新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベル 健康福祉部 11/24 
20201207 9/19～11 月末までのイベントの開催目安 健康福祉部 11/24 
20201208 新型コロナウイルス感染症の 10の知識 健康福祉部 11/24 
20201209 新型コロナウイルス感染症予防８か条 健康福祉部 11/24 
20201210 駅前シルキー１Ｆは位置図 子ども課  11/24 
20201211 市子育て支援センターのシルキー１Ｆ説明会 子ども課 11/24 
20201212 市子育て支援センター移転スケジュール 子ども課 11/24 
20201213 定期監査結果報告書 市監査委員 11/24 
20201214 市職員の特殊勤務手当に関する条例改正資料 総務課 12/10 
20201215 市庁舎空調設備改修基本設計書 総務課 12/10 
20201216 市火災予防条例の一部改正 消防本部 12/10 
20201217 学校でコロナ感染症の感染者が発生した場合 学校教育課 12/10 
20201218 市子ども家庭総合支援拠点の設置について 子ども課 12/10 
20201219 令和 2年度人権教育標語優秀作品 人権教育課 12/10 
20201220 街ぶらすざか地域通貨「ザカス札」について 商業観光課 12/10 
20201221 プレミアム付商品券事業 業務委託契約書 商業観光課 12/10 
20201222 一般会計補正予算第１０号計上事業概要 商業観光課 12/10 
20201223 令和元年東日本台風災害復旧事業について 農林課 12/10 
20201224 市第２勤労者研修センターの廃止について 産業連携開発課 12/10 
20201225 臥竜公園マーッケットサウンディング調査 公園管理事務所 12/10 
20201226 排雪場び関する少額訴訟について 道路河川課 12/10 
20201227 第８期介護保険事業計画策定に係る検討資料 福祉課 12/10 
20201228 令和元年後期高齢者医療保険料還付金未払い 健康づくり課 12/10 
20201229 2021 年信州須坂ハーフマラソンについて 文化スポーツ課 12/10 
20201230 本郷人権ふれあいセンターの用途廃止について 人権同和政策課 12/10 
20201231 しらふじ賃貸借契約書 須坂市 12/14 
20201232 子育て・就労総合支援拠点整備事業案概要 子ども課 12/16 
20201233 恋人の聖地・地方創生推進交付金対象事業一覧 政策推進課 12/16 

 

７．【 読書備忘録 】 

   〇改正民法のすべて 早稲田レーガルコモンズ法律事務所 

   〇特定行政書士法定研修テキスト 日本行政書士会連合会 

   〇行政法読本【第 4 版】 芝池義一著 有斐閣 

   〇漢詩をよむ ＮＨＫ  

   〇宮沢賢治  山下聖美著 ＮＨＫ 

   〇2020 年の論点 100 文藝春秋 

   〇北国街道を歩く 信濃毎日新聞社 

   〇議論のルール 福沢一吉 ＮＨＫＢＯＯＫＳ 

 

特 記 
◎令和元年東日本台風（台風第 19号）に関する備忘録 

〇 須坂市における災害復旧等事業についての農林課報告書が議会に提出され 

ました。12/8 

〇台風災害関連死 新たに１人認定 計 21 人に NHK 長野 12/15 



〇千曲川幅狭い区間の堤防強化決定 ＮＨＫ長野 12/17 

〇台風復旧護岸工事（東御市）で大量の不具合 ＮＨＫ長野 12/28 

 

◎新型肺炎に関する県内の報道等備忘録（令和 2年 12 月分） 

〇 新たに１８人感染 県内７３６人 ＮＨＫ長野 12/1 

〇 県内で１２人感染 県内計７４８人に ＮＨＫ長野 12/2 

〇 北信地域を警戒レベル「４」に ＮＨＫ長野 12/2 

〇 長野県内１２人感染 計７６０人 ＮＨＫ長野 12/3 

〇 長野地域レベル「３」に引き下げ ＮＨＫ長野、信毎 12/4 

〇 長野県で１４人感染 計７７４人 ＮＨＫ長野、信毎 12/4 

〇 重症化防止で知事が協力呼びかけ ＮＨＫ長野、朝日 12/4 

〇 新型コロナ 県内１２人感染確認 県内 786 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/5 

〇 親しい人同士の感染目立つ 県、経路の推定結果を公表 信毎 12/5 

〇 長野県１７人感染 計８０３人に ＮＨＫ長野、信毎 12/6 

〇 中野市と山ノ内町で集中対策実施 ＮＨＫ長野 12/7 

〇 新たに２０人感染 県内８２３人 ＮＨＫ長野、信毎 12/7 

〇 感染者増加で通所サービス休止も ＮＨＫ長野 12/8 

〇 鶴賀病院で患者５人が感染と発表 ＮＨＫ長野 12/8 

〇 コロナ１５人感染 計８３８人 ＮＨＫ長野、信毎 12/8 

〇 新型コロナ 長野市４人感染確認 県内計 842 人 ＮＨＫ長野 12/9 

〇 新型コロナ ２５人感染６人死亡 県内計 863 人 ＮＨＫ長野 12/9 

〇 長野市 新型コロナ２０人感染 長野県内 883 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/10 

〇 コロナ２９人感染を新たに確認 県内計 892 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/10 

〇 県がコロナ禍での自殺対策会議 ＮＨＫ長野 12/11 

〇 コロナ 県内新たに１７人感染 県内 909 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/11 

〇 長野市４人感染 県内９１３人に ＮＨＫ長野 12/12 

〇 病床ひっ迫 長野県はステージ３ ＮＨＫ長野 12/12 

〇 長野市で６人感染 新型コロナ 県内 963 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/14 

〇 病院「崩壊寸前」の不安募らせる ＮＨＫ長野 12/14 

〇 長野県で２０人感染 県内計９７７人 ＮＨＫ長野、信毎 12/14 

〇 １人死亡１４人感染 計９９１人 ＮＨＫ長野、信毎 12/15 

〇 知事「医療機関の負荷が増大」ＮＨＫ長野 12/15 

〇 山ノ内町の一部に時短休業要請へ ＮＨＫ長野、信毎 12/16 

〇 初詣 善光寺が感染対策を発表 ＮＨＫ長野 12/16 

〇 県内で１５人感染 計１００６人 ＮＨＫ長野、信毎 12/16 

〇 新型コロナ 県内７人感染確認 県内計 1013 人 ＮＨＫ長野、朝日 12/17 

〇新型コロナ ２人死亡１０人感染 県内計 1023 人 ＮＨＫ長野 12/18 

〇新型コロナ １０人感染確認 県内計 1033 人 ＮＨＫ長野 12/19 

〇長野県で１３人感染 １人死亡 県内計 1046 人 ＮＨＫ長野 12/20 

〇軽井沢町議１人感染 議会が公表 ＮＨＫ長野 12/20 

〇１人死亡４人感染 県内計 1050 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/ 



〇知事 家族で穏やかな年末年始を ＮＨＫ長野 12/21 

〇新型コロナ 県内３人感染確認 県内計 1053 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/22 

〇長野県で８人感染 計１０６１人 県内 1061 人 ＮＨＫ長野 12/23 

〇隣接４県知事らが共同メッセージ ＮＨＫ長野 12/23 

〇長野コロナ１人死亡１０人感染 県内計 1071 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/24 

〇年末年始の新型コロナ検査は ＮＨＫ長野 12/24 

〇知事「年末年始は接触減らして」ＮＨＫ長野 12/24 

〇コロナ影響８７％が業績マイナス ＮＨＫ長野 12/25 

〇長野 コロナ１人死亡１７人感染 県内計 1088 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/25 

〇新型コロナ 県内１７人感染確認 県内計 1105 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/26 

〇長野県２１人感染 県内計 1126 人 ＮＨＫ長野、信毎 12/27 

   〇死去の羽田氏 コロナ感染を確認 ＮＨＫ長野 12/28 

〇新たに３人感染  県内計１１２９人 ＮＨＫ長野、信毎 12/28 

〇県内１１人コロナ感染 県内計 1140 人 １人死亡 ＮＨＫ長野、信毎 12/29 

〇コロナ 県内２３人感染 県内計 1163 人 １人死亡 ＮＨＫ長野、朝日 12/30 

〇新たに２０人感染 県内計１１８３人 ＮＨＫ長野、信毎 12/31 

 

 ◎注目した経済・社会動向の報道等備忘録（令和２年 12 月期） 

〇 有効求人倍率 1.03 倍と微増 ＮＨＫ長野 12/1 

〇 ながでんグループ過去最大の赤字 ＮＨＫ長野、日経 12/1 

〇 信越の 10 月の有効求人倍率、改善傾向 日経 12/1 

〇 大卒就職内定率 １０年ぶり減少 ＮＨＫ長野 12/2 

〇 岐路の信越経済、資金繰り支援の「次」探る 日経 12/2 

〇 苦戦の須坂のスキー場再生 忍者参上、通年で遊ぼう 朝日 12/3 

〇 ガソリン価格 ２週連続値上がり ＮＨＫ長野 12/3 

〇 長野信金、創業向け事業の冊子を制作 日経 12/4 

〇 金融以外の支援も強化、長野銀の西沢仁志頭取 コロナ禍で 日経 12/4 

〇 固定資産税、地価上昇でも 1年据え置きへ コロナに対応 朝日 12/7 

〇 甲信越の 11 月の街角景気 4カ月ぶりに下落 日経 12/8 

〇 日銀松本支店短観 ２期連続改善も厳しい状況 ＮＨＫ長野 12/14 

〇 ＧｏＴｏ一時停止 県内の反応 ＮＨＫ長野 12/15 

〇 知事が神社支援組織の会長辞任 ＮＨＫ長野 12/18 

〇 県内の景況感 ９期ぶりに上昇 ＮＨＫ長野 12/21 

〇 消防士を懲戒免職 飲酒運転か ＮＨＫ長野 12/21 

〇 小布施町長選 新人桜井昌季氏無投票当選 ＮＨＫ長野 12/22 

〇 ガソリン価格５週連続値上がり 平均小売価格は 144.7 円  

ＮＨＫ長野 12/24 

〇有効求人倍率 ３か月連続１倍台 ＮＨＫ長野 12/25 

〇立民 羽田雄一郎元国交相が死去 ＮＨＫ長野 12/27 



〇山沿いを中心に大雪に警戒を ＮＨＫ長野 12/31 

※略号解 信毎：信濃毎日新聞、日経：日本経済新聞、朝日：朝日新聞  
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